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検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
九
条

副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
も
の
に
限
り
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の

第
九
条

副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
も
の
に
限
り
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
十
四
万
六
千
円
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
十
五
万
円
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

区

分

俸

給

月

額

区

分

俸

給

月

額

検

事

総

長

一
、
四
九
五
、
〇
〇
〇
円

検

事

総

長

一
、
五
〇
三
、
〇
〇
〇
円

次

長

検

事

一
、
二
二
二
、
〇
〇
〇
円

次

長

検

事

一
、
二
二
八
、
〇
〇
〇
円

東

京

高

等

検

察

庁

検

事

長

一
、
三
二
八
、
〇
〇
〇
円

東

京

高

等

検

察

庁

検

事

長

一
、
三
三
四
、
〇
〇
〇
円

そ

の

他

の

検

事

長

一
、
二
二
二
、
〇
〇
〇
円

そ

の

他

の

検

事

長

一
、
二
二
八
、
〇
〇
〇
円

一

号

一
、
一
九
八
、
〇
〇
〇
円

一

号

一
、
二
〇
四
、
〇
〇
〇
円

二

号

一
、
〇
五
五
、
〇
〇
〇
円

二

号

一
、
〇
六
〇
、
〇
〇
〇
円

三

号

九
八
四
、
〇
〇
〇
円

三

号

九
八
九
、
〇
〇
〇
円
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四

号

八
三
四
、
〇
〇
〇
円

四

号

八
三
八
、
〇
〇
〇
円

五

号

七
二
〇
、
〇
〇
〇
円

五

号

七
二
四
、
〇
〇
〇
円

六

号

六
四
六
、
〇
〇
〇
円

六

号

六
五
〇
、
〇
〇
〇
円

七

号

五
八
五
、
〇
〇
〇
円

七

号

五
八
八
、
〇
〇
〇
円

八

号

五
二
六
、
〇
〇
〇
円

八

号

五
二
九
、
〇
〇
〇
円

九

号

四
二
六
、
九
〇
〇
円

九

号

四
二
八
、
八
〇
〇
円

十

号

三
九
二
、
五
〇
〇
円

十

号

三
九
四
、
二
〇
〇
円

検

事

検

事

十

一

号

三
六
八
、
九
〇
〇
円

十

一

号

三
六
八
、
九
〇
〇
円

十

二

号

三
四
五
、
一
〇
〇
円

十

二

号

三
四
五
、
一
〇
〇
円

十

三

号

三
二
二
、
二
〇
〇
円

十

三

号

三
二
二
、
二
〇
〇
円

十

四

号

三
〇
六
、
四
〇
〇
円

十

四

号

三
〇
六
、
四
〇
〇
円

十

五

号

二
八
八
、
二
〇
〇
円

十

五

号

二
八
八
、
二
〇
〇
円

十

六

号

二
七
七
、
六
〇
〇
円

十

六

号

二
七
七
、
六
〇
〇
円



- 3 -

十

七

号

二
五
三
、
八
〇
〇
円

十

七

号

二
五
三
、
八
〇
〇
円

十

八

号

二
四
四
、
八
〇
〇
円

十

八

号

二
四
四
、
八
〇
〇
円

十

九

号

二
三
四
、
三
〇
〇
円

十

九

号

二
三
四
、
三
〇
〇
円

二

十

号

二
二
七
、
〇
〇
〇
円

二

十

号

二
二
七
、
〇
〇
〇
円

一

号

五
八
五
、
〇
〇
〇
円

一

号

五
八
八
、
〇
〇
〇
円

二

号

五
二
六
、
〇
〇
〇
円

二

号

五
二
九
、
〇
〇
〇
円

三

号

四
四
四
、
七
〇
〇
円

三

号

四
四
六
、
七
〇
〇
円

四

号

四
二
六
、
九
〇
〇
円

四

号

四
二
八
、
八
〇
〇
円

五

号

三
九
二
、
五
〇
〇
円

五

号

三
九
四
、
二
〇
〇
円

六

号

三
六
八
、
九
〇
〇
円

六

号

三
六
八
、
九
〇
〇
円

七

号

三
四
五
、
一
〇
〇
円

七

号

三
四
五
、
一
〇
〇
円

八

号

三
二
二
、
二
〇
〇
円

八

号

三
二
二
、
二
〇
〇
円

副

検

事

九

号

三
〇
六
、
四
〇
〇
円

副

検

事

九

号

三
〇
六
、
四
〇
〇
円

十

号

二
八
八
、
二
〇
〇
円

十

号

二
八
八
、
二
〇
〇
円
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十

一

号

二
七
七
、
六
〇
〇
円

十

一

号

二
七
七
、
六
〇
〇
円

十

二

号

二
五
三
、
八
〇
〇
円

十

二

号

二
五
三
、
八
〇
〇
円

十

三

号

二
四
四
、
八
〇
〇
円

十

三

号

二
四
四
、
八
〇
〇
円

十

四

号

二
三
四
、
三
〇
〇
円

十

四

号

二
三
四
、
三
〇
〇
円

十

五

号

二
二
七
、
〇
〇
〇
円

十

五

号

二
二
七
、
〇
〇
〇
円

十

六

号

二
一
五
、
〇
〇
〇
円

十

六

号

二
一
五
、
〇
〇
〇
円

十

七

号

二
〇
六
、
六
〇
〇
円

十

七

号

二
〇
六
、
六
〇
〇
円
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○

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

第
十
条

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

（
新
設
）

十
四
年
法
律
第

号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
に
対
す

る
俸
給
の
支
給
に
当
た
つ
て
は
、
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八
号
）
附
則
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
俸
給
を
含
む
。
）
か
ら
、
当
該
俸
給
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察

官
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を

減
ず
る
。

一

検
事
総
長

百
分
の
二
十

二

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

百
分
の
十
五

三

次
長
検
事
及
び
そ
の
他
の
検
事
長

百
分
の
十

四

一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
前
条
に
定
め
る
俸
給
月

額
の
俸
給
又
は
一
号
か
ら
九
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事

百
分
の
九
・

七
七

五

十
五
号
か
ら
二
十
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
十
号
か
ら
十
六
号
ま

で
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事

百
分
の
七
・
七
七

六

十
七
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事

百
分
の
四
・
七
七

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
の
支
給
に
当
た
つ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算

定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
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、
政
令
で
定
め
る
。
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○

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条

一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者
で
、
そ
の
受
け
る

第
三
条

一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者
で
、
そ
の
受
け
る

俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す

俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
の
施

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施

行
の
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
俸

行
の
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
俸

給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未

給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十

い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
受
け

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
基
準
額
に

る
俸
給
月
額
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等
検
察
庁

達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平

検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額

成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相

の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一

検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表

一

検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表

検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法

検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法

第
九
条
に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

第
九
条
に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事

百
分
の
九
十
八
・
九
四

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事

百
分
の
九
十
九
・
四
四

二

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か
ら
十
九
号
ま
で
の

二

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か
ら
十
九
号
ま
で
の

俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま

俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま

で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事

百
分
の
九
十
九
・
一

で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事

百
分
の
九
十
九
・
五
九

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


